
　

　

・

・

　 ・

・

　

　

女 性 活 躍 推 進 部 会

愛 媛 県 男 女 共 同 参 画 会 議

・ 男女共同参画社会づくりに関する事業の連絡調整

知　事
提　言

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的
かつ総合的な政策及び重要事項を審議する。

男女共同参画社会づくりの総合企画、
調整、推進

保 健 福 祉 部

幹　事　会

幹事長 保健福祉部生きがい推進局長

・ 本部長 副知事

福祉政策統括監

【任務】 ・ 男女共同参画社会づくりの総合的な企画及び推進

副本部長・

本部員・

助
言
・
勧
告
等

男女共同参画社会の形成に向けた県の推進体制

平成14年4月1日　条例設置

愛 媛 県 男 女 共 同 参 画 推 進 本 部

愛 媛 県 地 方 局 男 女 共 同 参 画 推 進 班

各地方局地域産業振興部長

各地方局総務県民課長

各地方局関係課長等

平成12年4月1日　訓令設置

部会員

男女参画・子育て支援課少
子化対策推進マネージャー

関係課主幹等

各部長、公営企業管理局長、副教育長、警察本部長

・

・

・

地 方 局 関 係 各 課

本 庁 関 係 各 課

男女参画・子育て支援課長
男女参画・子育て支援課少
子化対策推進マネージャー
各部局幹事課長等

支 援
協 働

班　員

市 町
愛 媛 県 男 女 共 同
参 画 セ ン タ ー

幹　事

連 携

班　長

平成14年4月1日　条例設置

平成27年7月7日　設置

部会長

愛媛県男女共同参画計画の推進

男女共同参画社会づくり
推 進 県 民 会 議

昭和62年11月1日 設置

　男女共同参画を推進。
　県民や市町の取組みを
　支援する。

平成4年11月10日 設立平成3年4月1日 設立

基本財産10億円
（県全額出捐）

公 益 財 団 法 人
え ひ め 女 性 財 団

県、市町、女性団体等各種団体
・機関等で構成(145団体)

支 援

連 携

副班長

３人（弁護士２人、学識経験者１人）

県民（代理人可）、及び県内に所在する法人その他の団体

　男女共同参画の家庭・地域・
　職場づくりの促進及び学習
　支援や意識啓発等、県男女
　共同参画センターの施設管
　理運営並びに同センターの
　施設貸館事業

　県民総ぐるみ運動の推進母体として、
　県民の気運の醸成と自発的な活動の
　促進を図る。

○ 設置場所

申出できる者

処理の流れ

定　数○

○

○ ・推進委員が申出内容について調査し、必要に応じて助言勧告、是正の要望等を行う。

・調査結果は申出者に通知し、相手方の対応結果を含め個人情報保護に留意して公表する。

愛媛県男女共同参画センター

愛 媛 県 男 女 共 同 参 画 推 進 委 員
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